
平
成
元
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
九
号

特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
等
臨
時
措
置
法
施
行

規
則

特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
臨
時
措
置
法
（
平
成
元
年

法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
農
産
加
工
業

経
営
改
善
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
特
定
農
産
加
工
業
）

第
一
条
　
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
等
臨
時
措
置
法

（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
か
ん
き
つ
果
汁
製
造
業

二
　
非
か
ん
き
つ
果
汁
製
造
業

三
　
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル
缶
詰
製
造
業

四
　
こ
ん
に
ゃ
く
粉
製
造
業

五
　
ト
マ
ト
加
工
品
製
造
業

六
　
甘
し
ょ
で
ん
粉
製
造
業

七
　
馬
鈴
し
ょ
で
ん
粉
製
造
業

八
　
米
加
工
品
製
造
業

九
　
麦
加
工
品
製
造
業
（
パ
ス
タ
製
造
業
を
含
む
。
）

十
　
砂
糖
製
造
業

十
一
　
菓
子
製
造
業
（
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
製
造
業
、
キ
ャ

ン
デ
ー
製
造
業
及
び
ビ
ス
ケ
ッ
ト
製
造
業
に
限
る
。
）

十
二
　
乳
製
品
製
造
業

十
三
　
牛
肉
調
製
品
製
造
業

十
四
　
豚
肉
調
製
品
製
造
業

２
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
農
産
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
小
麦

二
　
大
豆

３
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
業
種
は
、
小
麦
若
し
く
は
大
豆
又
は
こ
れ
ら
を
使
用

し
て
生
産
さ
れ
た
農
産
加
工
品
を
原
材
料
と
し
て
使
用

す
る
食
品
製
造
業
と
す
る
。

（
特
定
設
備
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
七
年

三
月
三
十
一
日
以
前
（
第
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
あ
っ

て
は
、
平
成
元
年
六
月
三
十
日
以
前
）
に
取
得
し
、
又

は
製
作
し
た
も
の
に
限
る
。

一
　
こ
ん
に
ゃ
く
粉
の
生
産
の
用
に
供
す
る
荒
粉
加
工

設
備
及
び
精
粉
加
工
設
備

二
　
甘
し
ょ
で
ん
粉
又
は
馬
鈴
し
ょ
で
ん
粉
の
生
産
の

用
に
供
す
る
脱
汁
設
備
、
分
離
設
備
、
精
製
設
備
、

脱
水
設
備
及
び
乾
燥
設
備

三
　
米
加
工
品
の
う
ち
米
穀
粉
の
生
産
の
用
に
供
す
る

精
選
設
備
、
乾
燥
設
備
及
び
製
粉
設
備

四
　
米
加
工
品
の
う
ち
包
装
も
ち
の
生
産
の
用
に
供
す

る
も
ち
つ
き
設
備
、
充
て
ん
包
装
設
備
及
び
殺
菌

設
備

五
　
米
加
工
品
の
う
ち
加
工
米
飯
の
生
産
の
用
に
供
す

る
炊
飯
設
備
、
冷
凍
設
備
、
充
て
ん
包
装
設
備
及
び

殺
菌
設
備

六
　
米
加
工
品
の
う
ち
米
菓
生
地
の
生
産
の
用
に
供
す

る
精
選
設
備
、
蒸
練
設
備
、
圧
延
設
備
、
乾
燥
設

備
、
も
ち
つ
き
設
備
及
び
冷
蔵
設
備

七
　
米
加
工
品
の
う
ち
和
生
菓
子
の
生
産
の
用
に
供
す

る
混
合
設
備
、
蒸
し
設
備
、
蒸
練
設
備
、
も
ち
つ
き

設
備
、
も
ち
切
設
備
及
び
串
刺
設
備

八
　
麦
加
工
品
の
う
ち
小
麦
粉
の
生
産
の
用
に
供
す
る

精
選
設
備
、
製
粉
設
備
及
び
包
装
設
備

九
　
麦
加
工
品
の
う
ち
小
麦
で
ん
粉
の
生
産
の
用
に
供

す
る
分
離
設
備
、
精
製
設
備
及
び
乾
燥
設
備

十
　
麦
加
工
品
の
う
ち
精
麦
の
生
産
の
用
に
供
す
る
精

選
設
備
、
精
麦
設
備
及
び
包
装
設
備

十
一
　
麦
加
工
品
の
う
ち
麦
茶
の
生
産
の
用
に
供
す
る

精
選
設
備
、
ば
い
せ
ん
設
備
及
び
充
て
ん
包
装
設
備

十
二
　
乳
製
品
の
う
ち
飲
用
牛
乳
及
び
こ
れ
に
類
す
る

も
の
の
生
産
の
用
に
供
す
る
清
浄
化
設
備
、
標
準
化

設
備
、
殺
菌
設
備
、
洗
び
ん
設
備
及
び
充
て
ん
包
装

設
備

十
三
　
乳
製
品
の
う
ち
バ
タ
ー
の
生
産
の
用
に
供
す
る

エ
ー
ジ
ン
グ
設
備
、
チ
ャ
ー
ニ
ン
グ
設
備
及
び
充
て

ん
包
装
設
備

十
四
　
乳
製
品
の
う
ち
脱
脂
粉
乳
の
生
産
の
用
に
供
す

る
濃
縮
設
備
、
乾
燥
設
備
及
び
充
て
ん
包
装
設
備

十
五
　
乳
製
品
の
う
ち
は
っ
酵
乳
の
生
産
の
用
に
供
す

る
充
て
ん
包
装
設
備
、
は
っ
酵
設
備
及
び
冷
却
設
備

十
六
　
豚
肉
調
製
品
の
生
産
の
用
に
供
す
る
貯
蔵
設

備
、
肉
細
切
設
備
、
混
和
設
備
、
充
て
ん
結
さ
つ
設

備
、
く
ん
煙
設
備
及
び
殺
菌
設
備

（
関
連
業
種
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
果
実
加
工
食
品
製
造
業
（
第
一
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
種
を

除
く
。
）

二
　
こ
ん
に
ゃ
く
製
品
製
造
業

三
　
甘
し
ょ
加
工
食
品
製
造
業

四
　
馬
鈴
し
ょ
加
工
食
品
製
造
業

五
　
米
菓
製
造
業

六
　
み
そ
製
造
業
（
米
又
は
麦
を
原
材
料
と
し
て
使
用

し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

七
　
し
ょ
う
ゆ
製
造
業

八
　
め
ん
製
造
業
（
小
麦
粉
を
原
材
料
と
し
て
使
用
し

て
い
る
も
の
に
限
り
、
パ
ス
タ
製
造
業
を
除
く
。
）

九
　
パ
ン
製
造
業

十
　
せ
ん
べ
い
製
造
業
（
小
麦
粉
を
原
材
料
と
し
て
使

用
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一
　
冷
凍
冷
蔵
食
品
製
造
業
（
生
乳
又
は
乳
製
品
を

原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
も
の
に
限
り
、
第
一

条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
。
）

十
二
　
食
肉
調
製
品
製
造
業
（
第
一
条
第
一
項
第
十
三

号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
。
）

（
経
営
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画
の
記
載
事
項
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
三
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
経
営
改
善
措
置
の
実
施
に
伴
う
設
備

の
設
置
又
は
廃
棄
若
し
く
は
譲
渡
に
関
す
る
事
項
と
す

る
。

（
事
業
提
携
に
関
す
る
計
画
の
記
載
事
項
）

第
五
条
　
法
第
三
条
第
四
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
事
業
提
携
の
実
施
に
伴
い
必
要
と
な

る
出
資
及
び
不
動
産
の
取
得
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
経
営
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
基
準
）

第
六
条
　
法
第
三
条
第
五
項
第
一
号
（
法
第
四
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
計
画
の
達
成
さ

れ
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

二
　
地
域
の
農
産
物
の
利
用
の
促
進
又
は
地
域
の
農
産

物
の
特
色
を
生
か
し
た
農
産
加
工
品
の
生
産
の
促
進

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
第
三
条
第
一
項
の
計
画
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
経
営
改
善
措
置
の
実

施
に
よ
る
売
上
高
又
は
経
常
利
益
の
伸
び
率
の
目
標

と
し
て
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
率
を
上
回
る
率
を

定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
調
達
安
定
化
措
置
に
関
す
る
計
画
の
記
載
事
項
）

第
七
条
　
法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
調
達
安
定
化
措
置
の
実
施
に
伴
う
設

備
の
設
置
及
び
不
動
産
の
取
得
に
関
す
る
事
項
と
す

る
。

（
調
達
安
定
化
措
置
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
基
準
）

第
八
条
　
法
第
五
条
第
三
項
第
一
号
（
同
条
第
六
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
五
条
第
一
項
の
計
画
の
達
成
さ
れ
る
見
込
み

が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

イ
　
そ
の
農
産
加
工
品
に
お
い
て
調
達
先
と
し
て
の

指
定
農
産
物
の
生
産
地
の
変
更
の
措
置
（
当
該
措

置
に
係
る
新
商
品
又
は
新
技
術
の
研
究
開
発
又
は

利
用
の
措
置
を
含
む
。
）
に
係
る
指
定
農
産
物
等

及
び
代
替
原
材
料
の
使
用
の
措
置
（
当
該
措
置
に

係
る
新
商
品
又
は
新
技
術
の
研
究
開
発
又
は
利
用

の
措
置
を
含
む
。
）
に
係
る
代
替
原
材
料
の
総
数

が
、
当
該
農
産
加
工
品
に
お
い
て
原
材
料
と
し
て

使
用
さ
れ
る
指
定
農
産
物
等
及
び
代
替
原
材
料
の

総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
の
目
標
と
し
て
農
林

水
産
大
臣
の
定
め
る
率
を
上
回
る
率
を
定
め
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
農
産
加
工
品
に
お
い
て
原
材
料
た
る
指
定

農
産
物
等
の
効
率
的
な
使
用
の
措
置
（
当
該
措
置

に
係
る
新
商
品
又
は
新
技
術
の
研
究
開
発
又
は
利

用
の
措
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
削
減
さ
れ
る
指
定

農
産
物
等
の
総
数
が
、
当
該
農
産
加
工
品
に
お
い

て
原
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
指
定
農
産
物
等
の

総
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
の
目
標
と
し
て
農
林

水
産
大
臣
の
定
め
る
率
を
上
回
る
率
を
定
め
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
そ
の
農
産
加
工
品
を
生
産
す
る
事
業
所
に
お
い

て
現
に
有
す
る
指
定
農
産
物
等
及
び
代
替
原
材
料

の
保
管
施
設
の
容
量
と
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て

原
材
料
た
る
指
定
農
産
物
等
又
は
代
替
原
材
料
の

保
管
に
係
る
措
置
に
よ
り
増
加
す
る
指
定
農
産
物

等
及
び
代
替
原
材
料
の
保
管
施
設
の
容
量
と
の
比

率
の
目
標
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
率
を

上
回
る
率
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
権
限
の
委
任
）

第
九
条
　
法
第
五
条
第
一
項
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大

臣
の
権
限
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
計
画
に
係
る
事
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
（
北
海
道
農

政
事
務
所
長
を
含
む
。
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農

林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な

い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
農
林
水
産
省
令

第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
〇
日
農
林
水
産
省

令
第
二
二
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
五
日
農
林
水
産

省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
六
日
農
林
水
産

省
令
第
五
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
特
定
農
産
加
工
業
経

営
改
善
臨
時
措
置
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
四
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
際
、
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が

さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
処
分
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
六
月
二
七
日
農
林
水
産
省

令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
臨
時
措

置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六

年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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